
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

単一自治会長名簿作成事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

単一自治会長の名簿作成に関する事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別

単一自治会長

各自治会からの提出

含まない

消防署・警察署・社会福祉協議会

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

　ー

☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイルの種別

実施しない

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

自治連役員名簿作成事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

自治連役員名簿作成に関する事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス

自治連役員

自治連役員からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

昭島市自治会連合会補助金交付事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

自治会連合会へ補助金交付事務を行う際に利用する。

氏名、住所、電話番号、自治連口座・印影

自治会連合会

自治会連合会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

昭島市自治会補助金交付事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

自治会へ補助金を交付する事務を行う際に利用する

氏名、住所、電話番号、印影、自治会口座

自治会

自治会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

自治会が費用負担する土地又は家屋等に対する補助金交付事務

ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

自治会が費用負担する土地又は家屋等に対する補助金交付事務

を行うときに利用する。

氏名、住所、電話番号、印影、自治会口座、土地

自治会が費用負担する土地又は家屋等

自治会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

集会施設を有しない自治会に対する補助金交付事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

集会施設を有しない自治会に対する補助金を交付する際に利用

する。

氏名、住所、電話番号、印影、自治会口座

集会施設を有しない自治会

自治会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

自治会集会施設整備補助金交付事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

自治会集会施設整備補助金を交付する際に利用する。

氏名、住所、電話番号、印影、自治会口座

自治会集会施設

自治会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

昭島市防犯灯補助金交付事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

防犯灯補助金を交付する際に利用する。

氏名、住所、電話番号、印影、自治会口座

防犯灯

自治会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

永年自治会功労者感謝状贈呈事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

永年自治会功労者に感謝状を贈呈する事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、生年月日

永年自治会功労者

自治会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

認可地縁団体認可関係事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

認可地縁団体認可関係事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス

認可地縁団体

認可地縁団体からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

認可地縁団体印鑑登録関係事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

認可地縁団体印鑑登録関係事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、生年月日、印影

認可地縁団体

認可地縁団体からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

街づくり・市民会議なかがみに関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

街づくり・市民会議なかがみに関する事務に利用する。

氏名、電話番号、住所、メールアドレス、団体口座番号

街づくり・市民会議なかがみ

街づくり・市民会議なかがみからの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

まちづくり昭島北に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

まちづくり昭島北に関する事務に利用する。

氏名、電話番号、住所、メールアドレス、団体口座番号

まちづくり昭島北

まちづくり昭島北からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

武蔵野会館運営協議会に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

武蔵野会館運営協議会に関する事務に利用する。

氏名、電話番号、住所、メールアドレス、団体口座番号

武蔵野会館運営協議会

武蔵野会館運営協議会からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

市民活動講座に関する事務(参加者)ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

市民活動講座に関する事務(参加者)に利用する。

氏名、電話番号、メールアドレス

市民活動講座参加者

市民活動講座参加者からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

市民活動支援事業補助金に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

市民活動支援事業補助金に関する事務に利用する。

氏名、電話番号、メールアドレス、住所、口座番号

市民活動支援事業補助金

市民活動支援事業補助金交付団体及び審査委員からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

団体紹介カードに関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

団体紹介カードに関する事務に利用する。

氏名、電話番号、メールアドレス

団体紹介カード掲載希望団体

団体からの提出

含まない

団体活動に興味がある市民

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

登録団体の管理に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

アダプト登録団体の表彰に関する事務に利用する。

氏名、電話番号、住所

アダプト登録団体

管理課からの提供

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

市民交流センターの貸室業務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

市民交流センターの貸室業務に関する事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス

市民交流センター利用団体

利用団体からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

令和５年６月30日閉館

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

松原町コミュニティセンターの貸室業務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

松原町コミュニティセンターの貸室の貸出業務に関する事務に

利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス

松原町コミュニティセンター利用者

利用者からの提出

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

消費生活講座の実施に関する名簿作成等事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

消費生活講座の実施に関する事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像

消費生活講座参加者

参加者からの電話、メール

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

消費生活展開催に伴う実行委員会委員に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

消費生活展実行委員会に関する事務のために利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス

消費生活展実行委員

実行委員志望者からの公募

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

消費生活者連絡会の会員名簿作成事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

消費生活者連絡会に関する事務に利用する。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス

消費生活者連絡会会員

会員からの公募

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☑有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

市民等からの消費生活相談に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

消費生活センターの相談を利用した市民に関する事務に利用す

る。

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、相談内容等、映像

相談利用者

相談利用者からの電話、提出される申請書

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

家庭用品品質表示法に基づく、調査、報告に関する事務ファイ

ル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

家庭用品品質表示法に基づく、調査、報告に関する事務に利用

する。

事業所及び担当者等の氏名、住所、電話番号、映像

調査対象の事業所等

実地調査

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

消費生活製品安全法に基づく、調査、報告に関する事務ファイ

ル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

消費生活製品安全法に基づく、調査、報告に関する事務に利用

する。

事業所及び担当者等の氏名、住所、電話番号、映像

調査対象の事業所等

実地調査

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☐法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

宿泊助成事業を利用する市民及び指定業者に関する事務ファイ

ル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

宿泊助成事業を利用する市民及び指定業者に関する事務に利用

する。

指定事業者：代表者氏名および屋号、住所、電話番号、指定登

宿泊助成事業を利用する市民及び指定業者

市民及び指定業者申請書

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☐法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

協定保養施設利用事業と協定締結する観光協会・組合等及び窓

口担当者、各施設内容等に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

協定保養施設利用事業と協定締結する観光協会・組合等及び窓

口担当者、各施設内容等に関する事務に利用する。

代表者及び担当者、氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ、メールア

ドレス、ＵＲＬ、印影

協定締結する観光協会・組合等

協定締結する観光協会・組合等からの申請書

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☐法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

葬祭業者と協定に基づく代表者との協定書の締結及び担当者に

関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

葬祭業者と協定に基づく代表者との協定書の締結及び担当者に

関する事務に利用する。

代表者及び担当者、氏名、住所、電話番号、FAX、メールアド

レス、URL

葬祭業者

葬祭業者の申請書

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☐法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

葬祭用具委託業務及び葬祭用具貸付業務に関する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

葬祭用具委託業務及び葬祭用具貸付業務に関する事務に利用す

る。

委託業者：屋号、氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ、メールアド

レス、ＵＲＬ、印影、銀行口座

委託業者

委託業者からの申請書

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

☐法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に

該当するファイル

　☐有　☐無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨

備 考

全国市長会市民総合賠償補償保険の契約及び被保険該当者に関

する事務ファイル

昭島市長

市民部生活コミュニティ課

全国市長会市民総合賠償補償保険の契約事務及び事故請求事務

を行うため

全国市長会（代表保険会社を含む）：全国市長会事務局及び代

表保険会社名、担当者及び被保険該当者の氏名、住所、電話番

号、ＦＡＸ、メールアドレス、ＵＲＬ、事故内容及び損害賠償全国市長会事務局及び代表保険会社名、担当者及び被保険該当

者

全国市長会事務局及び代表保険会社名、担当者及び被保険該当

者からの申請書

含まない

無

（名称）市民部生活コミュニティ課

（所在地）〒196-8511　昭島市田中町一丁目17番１号

無

　ー

　ー

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファイル）

実施しない

　ー

　ー

　ー


